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佐倉市有機農業実施計画〔令和８年３月改定〕 

 

第１ 計画策定にあたって 

１ 計画策定の趣旨 

有機農業は、農業の自然循環機能を増進し、農業生産に由来する環境への

負荷を低減するものとされています。近年、有機農業が生物多様性の保全や

地球温暖化防止に寄与することが明らかになってきており、その取組拡大は

SDGsの達成にも貢献するものとされています。 

また、有機食品の国内市場が拡大するとともに、輸出量も増加しており、

こうした国内外の有機食品市場に対し国産による安定供給を推進することは、

需要に応じた生産供給等を進める観点から重要です。さらに、輸入依存度の

高い化学肥料を使用しない有機農業は、国際情勢に左右されにくい農業生産

体制の確立に資するものとされています。 

本市は、国の「みどりの食料システム戦略」を踏まえて、令和５年３月に

「佐倉市有機農業実施計画」（前計画）を策定するとともに、「オーガニック

ビレッジ」を宣言しました。加えて、令和 6年度には、千葉県環境負荷低減事

業活動の促進に関する基本的な計画において、本市全域が地域ぐるみで環境

負荷低減に取り組むモデル地区（特定区域）に設定されました。 

本市における有機農業の取組は、新規就農者など新たに有機農業を行う者

の増加等により順調に拡大しており、前計画に掲げた令和９年度までの目標

（有機農業に取り組む生産者及び面積）を令和６年度時点で達成しました。 

このため、本市の農業をめぐる情勢の変化や有機農業の実態等を踏まえて、

課題等を分析した上で、本市において有機農業等をこれまで以上に力強く推

し進め、環境と調和のとれた食料システムを確立するため、新たな「佐倉市

有機農業実施計画」を策定します。 

 

２ 有機農業の定義 

「有機農業の推進に関する法律（平成 18年法律第 112号）（以下、有機農業

推進法）」において、「有機農業」とは、「化学的に合成された肥料及び農薬を

使用しないこと並びに遺伝子組換え技術を利用しないことを基本として、農

業生産に由来する環境への負荷をできる限り低減した農業生産の方法を用い

て行われる農業」と定義されています。 

本計画においても、「有機農業」は、有機農産物の日本農林規格（有機 JAS

規格）の生産方式に限定するものとせず、同法の定義に従うこととします。 

 （参考）化学肥料や化学農薬の使用状況（取組水準）と用語の関係 



- 2 - 

 

 

 
資料：農林水産省農産局農業環境対策課「有機農業をめぐる事情」（令和 7年 6 月） 

３ 計画の位置づけ 

本計画は、有機農業推進法に基づき県が策定した「第３次千葉県有機農業

推進計画」（令和 3 年 1 月）等に即し、本市における有機農業等の生産、加工、

流通及び消費の拡大に資する施策等を定めるものとして策定するものです。 

本計画において対象とする施策は、本市の実態等を踏まえ、「有機農業」に

限定するものとせず、農業の生産力向上と環境負荷低減の両立を図り、環境

と調和のとれた食料システムを確立する観点から、「ちばエコ農業」など環境

保全型農業の推進に資するものも含めることとします。 

本計画の推進に当たっては、農業者等の自主性を尊重するとともに、「第５

次佐倉市総合計画」や「第２次佐倉市産業振興ビジョン」などの関連方針等

と整合性を図りながら、取り組むこととします。 

あわせて、本市の「気候変動対策行動計画」と連携し、有機農業等が温室

効果ガス排出抑制や気候変動適応に寄与する取組であることを踏まえ、環境

に配慮した持続可能な農業の推進を図ります。 

 

４ 計画期間 

本計画は、令和８年度（2026年度）から令和 12年度（2030年度）までの５

年間を計画期間とします。 
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第２ 現状と課題 

１ 本市農業をめぐる事情 

本市の農業従事者は 20年間（2000年から 2020年）で約６割（2,410人）減

少しており、今後も大幅な減少が見込まれます。 

 

出典：2000～2020 年農林業センサス 

 

農地面積は、荒廃農地の発生等により、30年間（1995年から 2024年）で約

17％（540ha）減少しています。 
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農業従事者の高齢化・減少と後継者不足が加速する中、耕作放棄地が増加

しており、地域農業の持続性が脅かされています。 

 

将来にわたって持続可能な農業構造を確立するため、地域外からの新規参

入を含めて担い手の確保を進める必要があります。 

本市で新規就農する者は多く、さらに新規就農者のうち有機農業に取り組

んでいる者は約５割1で、全国（２～３割）と比べても高い傾向にあります。 

 

 

出典：佐倉市経済環境部農政課 

 

 
出典：農林水産省「有機農業をめぐる事情」（令和 7年 6 月） 

 

1 平成 27 年から令和６年に佐倉市内で新規就農した者のうち有機農業を実施する者の割合 
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２ 本市における有機農業等の現状 

（１）有機農業に取り組む生産者数と面積 

令和６年度末現在、本市において有機農業に取り組む生産者数は 51 名（芋

類・露地野菜 44 名、米 13 名※重複あり）、面積は 52.5ha（芋類・露地野菜

40.6ha、米 11.9ha）となっており、前実施計画の目標を達成しています。 

なお、上記のうち有機 JASの認証を受けている生産者数は４名となっていま

す。 
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（２）学校給食における有機農産物の利用 

有機米については、令和５年度から市内全公立小中学校 34 校の学校給食で

利用しています。（令和５年度は 3.6t、令和６年度は 9.0t） 

有機野菜については、令和６年度末時点で学校給食に利用したことのある

学校数は 21校となっています。 

 

（３）環境保全型農業の取組状況 

千葉県が推進する「ちばエコ農産物」の本市内における栽培状況は、令和

６年度末現在、延べ 20戸、30.4haとなっており、５年前（21戸、40.6ha）と

比較すると、減少傾向にあります。 

環境保全型農業直接支払制度に取り組む農業者は 10 団体、面積は 20.2ha

（令和６年度末現在）となっており、近年増加しています。また、「みどりの

食料システム法」の認定を受けた農業者は４名（令和６年度末現在）となっ

ています。 

環境保全型農業の実施者同士の連携等を目的として令和７年３月に設立さ

れた「佐倉市環境保全型農業を進める会」の会員数は、令和７年 12 月現在、

正会員 27名、賛助会員 20名となっています。 

 

３ 本市における有機農業の課題 

（１）有機農業に取り組む生産者の意識 

令和７年度に市内有機農業者を対象に実施したアンケート調査（対象者 51

名のうち回答者 21 名）によると、５年後の有機農業の取組面積（目標値）に

ついて、現在より拡大したい者が 14 名（67％）、現状維持が５名（24％）、縮

小したい者が２名（10％）となっています。目標達成に向けた課題としては、
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雑草や病害虫への対策、作業の機械化、まとまった農地の確保、販売先の確

保などが挙げられています。現状維持または縮小の理由としては、高齢化・

後継者不在や、現状の栽培形態等を維持したいとの回答になっています。 

有機農業で生産した農産物の売り先は、直売所（16 名）が最も多く、次い

で消費者との相対取引（12 名）が多いなど、顔の見える間柄での販売が多く

を占めています。（複数選択可） 

 

 

 

今後５年以内の売り先について、現状よりも拡大・多角化したい者は 14 名

（67％）、現状維持は７名（33％）となっています。拡大・多角化を希望する

売り先としては、前述の売り先のほか、輸出（２名）、百貨店、企業の福利厚

生などの回答があります。（複数選択可） 

 

（２）有機農業の生産・経営上の課題 

有機農業者は、雑草や病害虫対策など共通の課題を抱えていますが、農業

者同士の横のつながりが希薄であるため、先進的な農業者との結びつきや、

技術の確立、指導体制の強化などが求められます。また、栽培技術等を情報

共有するための農業者同士のネットワークの強化だけでなく、販路拡大等に

向けた農業者と実需者2等の連携も求められます。 

有機農業への新規参入や転換参入にあたっては、農地の確保や販路の開拓

などが課題となっています。農地については、有機 JAS認証を早期に取得しや

 

2 生産された農産物を消費者へ届ける前段階で、食品加工や外食、小売などの事業のため

に直接買い受ける事業者。食品メーカー、外食・中食産業、スーパー等の量販店等。 
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すい荒廃農地を活用することも方策の一つとして考えられます。 

有機農業以外の農地と隣接した農地で有機農業に取り組む場合は、周辺の

農業者との調整や地域の理解を得ることが重要です。 

（３）有機農産物等の加工、流通、消費等における課題 

有機農産物の需要を拡大するためには、消費者・実需者等の理解を促進し、

生産コストに見合った価格で消費者が購入意欲を持つようになることが必要

です。 

また、消費者の需要が多様化する中、消費者等が望む農産物を容易に入手

できる環境や、域外への販路拡大が求められます。 
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第３ ５年後に目指す目標 

１ 有機農業の取組面積 

有機農業の取組面積は、現状（令和６年度）は 52.5ha となっており、令和

12年度までに 82.6ha（耕地面積の約 3％）に拡大することを目指します。 

なお、取組面積の見通しについては、下表のとおりです。 
 

【参考】田畑別目標および生産者種別目標 

令和６年度実績（実績） 令和 12年度（目標） 

取組面積 

52.5ha 

うち畑作物 

40.6ha 
取組面積 

82.6ha 

うち畑作物 

62ha 

（21.4ha増） 

Ａ：0.5ha 

Ｂ：4ha 

Ｃ：16.9ha 

うち米 

11.9ha 

うち米 

20.6ha 

（8.7ha増） 

Ａ：3.3ha 

Ｂ：5.0ha 

Ｃ：0.4ha 

Ａ：慣行栽培農業者の有機転換 

Ｂ：有機農業実践者の面積拡大 

Ｃ：新規就農による有機農業 

 

２ 有機農業に取り組む生産者 

１の面積目標を達成するため、有機農業に取り組む生産者数を現状（令和

６年度）51名から令和 12年度までに 86名に増やすことを目指します。 

 

３ 学校給食を通じた食育活動 

令和 12年度までに市内全公立小中学校 34校において、有機農業等により栽

培された佐倉産の農産物を学校給食で活用することに合わせて食育活動を行

い、児童生徒が食や農業について学ぶ「知産知消」3の機会を創出することに

努めます。 

 

４ みどり認定農業者 

令和 12 年度までに「みどりの食料システム法」の認定を受けた農業者を 26

名に増やすことを目指します。 

 

５ 環境保全型農業に関わる者 

令和 12年度までに「佐倉市環境保全型農業を進める会」の正会員を 60名、

 

3 佐倉市の農業や佐倉産農産物のことを知り、知った上で消費すること 
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賛助会員を 100名に増やすことを目指します。 

 

第４ 有機農業の生産の取組 

１ 有機農業者等の育成 

有機農業を行おうとする新規就農希望者や慣行農業から有機農業へ転換し

ようとする方など新たに有機農業等を行おうとする方、および有機農業等に

取り組む農業者に対し、以下のような取組を推進し、農業者が有機農業等を

しやすくなるように努めます。 

 

（１）新たに有機農業等を行おうとする者に対する施策 

①  新規参入者が先進的な有機農業者等の下で栽培技術や経営のノウハウ

を習得できるよう、「佐倉市環境保全型農業を進める会」等と協力して、

農業者同士の連携やネットワークの強化に努めます。 

②  有機農業等への新規参入を円滑に進めるため、新規就農の促進等によ

る担い手の確保と併せて、関係機関が連携して対応するように努めます。 

 

（２）有機農業等の取組に対する施策 

①  有機農業等に関する知識や技術を習得する研修会や、農業者の情報交

換の機会として交流会などを開催します。 

②  有機農業等に係る経費の負担を軽減するため、国の環境保全型農業直

接支払制度、県の「環境にやさしい農業」推進事業など、各種支援制度

を周知し、活用を進めます。 

③  バイオ炭の施用により、農地土壌への炭素貯留を推進するとともに、

土壌の透水性・保水性の改善等を図り、有機農業等に適した土づくりを

進めます。 

 

２ 有機農業等の産地づくり 

有機農業等の拡大に当たっては、地域のまとまった取組が重要であること

から、以下のような取組により、有機農業等の産地としての地位を確立でき

るように努めます。 

 

（１）農地の確保・団地化に関する施策 

①  地域計画と連携し、荒廃農地等を有機ほ場に転換する取組や、機械に

よる除草のための畦畔拡幅及び法面の緩傾斜化など有機農業等の拡大を

後押しする基盤整備等により、有機農業等に適した農地の確保・団地化

に努めます。 
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（２）有機農業等を通じた地域農業の振興に関する施策 

①  「有機農業と地域振興を考える自治体ネットワーク」と連携し、有機

農業等を通じた地域農業の振興に努めます。 

 

３ 技術の開発・普及 

有機農業等の取組を拡大するためには、栽培技術上の様々な課題を解決し、

安定的な品質・収量の確保や、経営的なリスクの軽減を図る必要があること

から、関係機関と連携し、有機農業等の安定生産に向けた技術の開発・普及

に努めます。 

 

①  関係機関と連携し、有機農業等の実践技術の体系化や指導体制の構築

を図ります。 

②  農業者の意向を踏まえ、低コスト化や軽労化につながる除草や防除の

機械化技術等に関する研究成果情報の提供に努めるとともに、関係機関

と連携・協力したスマート技術等の実証や研修などにより、研究開発の

成果の普及に努めます。 

③  バイオ炭や稲わら堆肥など、地域の有機質資源の利活用が促進される

よう、供給・活用体制の整備に努めます。 

④  農業者が必要とする技術を的確に把握し、国、県等の研究開発に反映

されるように努めます。 

 

第５ 有機農産物等の加工、流通、消費等の取組 

１ 販売機会の多様化 

消費者の需要が多様化する中で、以下のような取組により、消費者や実需

者が佐倉産の有機食品等を容易に入手できるような環境づくりや、域外への

販路拡大に努めます。 

 

（１）農産物の流通・加工・販売に関する施策 

①  販売機会の多様化に向けて、国、県及び民間団体等が主催する商談会

等へ農業者が積極的に参加できるよう支援するとともに、佐倉産の有機

食品等のＰＲに努めます。 

②  消費者等への直接販売や市内企業等との農商工連携や６次産業化等に

よる販路の確保を志向する農業者に対し、必要な情報提供及びマッチン

グ機会の創出などに努めます。 

③  輸出などを視野に販路の拡大・多角化を志向する農業者に対し、必要
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な情報を提供するなどの支援に努めます。 

④  農業者や民間企業等と連携し、佐倉産の有機食品等のブランド化や、

商品開発等により、農産物の高付加価値化が図られるように努めます。 

⑤  農福連携の取組を通じた障害者の個性や特性を活かした有機農業等の

取組や商品づくりなど、農業による社会貢献が図られるように努めます。 

 

（２）有機 JAS認証を取得しやすい環境づくりに関する施策 

①  有機 JAS制度に関する研修会を開催し、JAS法に基づく有機農産物の日

本農林規格等に関する知識の普及に努めます。 

②  取引先のニーズ等を踏まえ、必要に応じた有機 JAS 認証取得の支援を

進めます。 

 

２ 消費者等の理解の醸成 

本市の有機農業等に対する消費者等の理解と関心、信頼の確保を図るため、

以下のような取組を推進し、佐倉産の有機食品等に対する需要が喚起される

ように努めるとともに、「知産知消」を推進します。 

 

①  インターネットの活用や資料の配布、市民向けセミナーの開催などを

通じて、消費者等に対し、有機農業等の有する様々な特徴についての知

識の普及啓発を図るとともに、有機食品等の生産、流通、販売等に関す

る情報の提供に努めます。 

②  家庭、学校、地域など様々な場面で行われる食育活動や農業者と消費

者との交流活動などの場を活用し、消費者等の理解を深め、佐倉産有機

食品等の消費拡大と農村関係人口の拡大に結びつくように努めます。特

に、学校給食における地場産物や有機農産物の活用は、児童生徒が地域

の食文化や農業に対する理解を深め、感謝の念を育むために重要である

ことから、学校等との連携・協力関係を強化し、学校給食における地場

産物等の活用の促進を図ります。 
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第６ 取組の推進体制等 

１ 推進体制 

オーガニックビレッジ推進部会4を中心に、関係者が連携・協力しながら、

本計画を着実に実行していきます。 

 

 

 

２ 関係者の役割 

（１）農業者 

農産物の安定的な生産、加工・販売等の取組、技術の向上、農業者同士の

連携・ネットワーク強化など 

 

（２）加工・流通・販売等事業者 

佐倉産農産物の取扱い、高付加価値化に向けた取組、ＰＲなど 

 

（３）ＪＡ千葉みらい 

学校給食への提供、生産・流通・販売等に関する協力など 

 

（４）千葉県印旛農業事務所 

営農指導、支援制度や開発技術等に関する情報提供など 

 

 
4 佐倉市地域農業再生協議会の下に設置。 
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（５）佐倉市 

全体調整、支援制度等の情報提供、研修会等の企画、実施計画の進捗管理

など 

 

３ 年度計画   

 

別紙のとおり 

 

第７ 関連事業 

１ 国の事業 

① 環境保全型農業直接支払交付金 

② 有機転換推進事業 

③ グリーンな生産体系加速化事業 

 

２ 県の事業 

① 環境にやさしい農業推進事業補助金 

② CO2ゼロエミッション技術支援事業 

 

３ 市の事業 

① 佐倉市 みどりの食料システム戦略（有機農業支援推進事業）補助 

② 有機栽培技術研修会事業 

 

４ その他 

 

第８ 計画実施に当たって必要な事項 

１ 達成状況の評価 

本計画を着実に実行するため、オーガニックビレッジ推進部会において、

少なくとも年１回、本計画に定めた施策の進捗状況と課題等及び目標の達成

状況を評価し、必要に応じて施策の見直し等を行います。 

 

２ 取組の周知等 

本計画の取組について、市ホームページなどを利用し、情報発信を図って

いきます。 

 


